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１ 市議会とは 

うるま市役所は、皆さんの生活に関わるいろいろな仕事をしていま

す。例えば、小・中学校の整備や道路・公園の管理、さらに子育て支援

や地域経済の活性化、障がい者や高齢者の福祉のためのさまざまな政

策などです。 

市民が住みやすいまちにするためにはどうするのか、市民一人ひと

りが考えて、みんなで話し合いをすることが大切です。 

しかし、うるま市には約12万6千人もの人がいるため、全員で集ま

って話し合いをするのは難しいです。そこで、市民の代表を選んで、そ

の代表が話し合うことになります。 

その代表が「市議会議員」で、市議会議員の集まりが「市議会」です。 

 

 

２ 市議会の役割 

市議会は、憲法で定められた「議事機関」です。 

議事機関は、“市の法律”となる条例を作ったり、市の行政運営に 

ついて話し合いをして決めたりする役割を持っています。 
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３ 市議会と市長 【二元代表制】 

市長は議会の決定に基づいて実際に仕事を進める「執行機関」と呼

ばれる役割を持っています。 

市長も、選挙で選ばれた市民の代表であり、市議会と市長は対等な

立場にあります。これを『二元
にげん

代表制
だいひょうせい

』といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 市議会議員の定数・任期 

市議会議員は、４年ごとに選挙によって市民の中から選ばれます。 

２５歳以上で、うるま市議会議員の選挙権のある者は立候補できま

す。定数は３０名です。 

市民 

議決結果 

市民のためになる、色々なことを決める。 

議案 

市議会 

市議会議員を選挙で選ぶ 市長を選挙で選ぶ 

二
元

に

げ

ん

代
表
制

だ
い
ひ
ょ
う
せ
い 

市長 

市議会で決まったことを実行する。 

 

市議会だけでは、解決できない問題 

がある場合は、国や県に意見を出す 

 

⇦ＨＰから議員名簿が見られます 



 5 / 17 

 

５ 議長と副議長 

議長と副議長は、議員の中から選ばれる選挙で決まります。議長は、

議会の運営や会議の秩序を保つ役割を果たし、外部に対して議会を代

表します。副議長は、議長が事故にあったときや議長がいないときに、

議長の仕事を代わりに行います。 

 

６ 市議会の仕事 

議決 

「議決」とは、議会で意見を出し合って何かを決めることを言いま

す。議会では、例えば、新しいルールを作ったり、古いルールを変え

たり、お金の使い方（予算）を決めたりします。また、予算が正しく使

われたかどうかを調べて確認します。このほかに、大きな契約など、

法律やルールで決められたことも話し合って決めます（地方自治法第

96条）。 

議案の提案 

「議案の提案」というのは、議会で話し合って決めなければならない

事（議案）を提案することを言います。この議案は、市長だけでなく、

議員や委員会も提案（提出）することができます（地方自治法第 109 条・

112 条） 

選挙 
議長・副議長（地方自治法第１０３条）のほか、選挙管理委員（地方自治法第１

８２条）などを選挙により決めます。 

同意 

副市長や教育長、監査委員、農業委員会委員等の各種委員会委員な

どを市長が選ぶ（選任または任命）するときは、市議会の同意が必

要です（地方自治法第１６２条・１９６条、その他各個別法）。 

調査・検査 市役所の仕事をチェックしています（地方自治法第９８条・１００条）。 

意見書 市議会としての意見を国や県に提出します（地方自治法第９９条） 

請願・陳情 
市へ意見や要望があれば、請願書や陳情書を提出できます。それを

市議会が受け付け、審査します（地方自治法第１２４条）。 

 

 

 

◎【議案を議会に提出する権限】は、市長・議員・委員会にあります。 

議員は、予算を除き①と②に関することについて議案を提出することができます。 

 

〔議会の議決すべき事件〕 

① 「団体意思の決定」  

議会の議決が、直ちに当該地方公共団体の意思として成立するもの（条例など） 

② 「機関意思の決定」  

議会の議決が、議会そのものの意思を決定するにとどまるもの（意見書の提出など） 

③ 市長がその権限に属する事務を執行するときに、議会の議決が必要なもの。 
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７ 会議の種類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定例会と臨時会】 

うるま市議会は年に4回（2月、6月、9月、12月）会議を開くことが 

決まっています。これを「定例会」と言います。また、必要な場合には「臨時 

会」が開かれることもあります（うるま市議会の定例会の回数を定める条例・うるま市議 

会の定例会の召集時期を定める条例）。市議会の会議を開くためには、市長が招集 

しますが、場合によっては議長や議員数の4分の 1以上の議員が招集 

を請求することもできます（地方自治法第１０１条、１０２条）。 

【本会議】 

議員全員が集まって行う会議で、議員定数の半数以上、うるま市議会 

は 15人以上の議員の出席で成立します（地方自治法第１１３条）。 

この会議で市の意思が決定されます。つまり、市議会の機能は本会議 

に認められるもので、法律上要求される議会の議決や同意、承認などは、 

本会議で行わなければ法的な効力は生じません（地方自治法第９６条）。 

【委員会】 

市議会には多くの議案や請願・陳情などが提出され、内容も幅広い 

分野にわたっていますので、うるま市では議員数名で４つのグループを 

つくり、それぞれ分野ごとに議案を分けて、専門的かつ慎重に審査を 

行います。 

このグループを『委員会』といい、常時設置されている「常任委員会」 

と、特定の問題を審査・調査するために必要に応じて設置される「特別委 

員会」、さらに議会の運営に関する事項などを協議する「議会運営委員会 

」があります（うるま市議会委員会条例第１条、第２条、第４条、第５条）。 
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８ うるま市議会の仕組み（組織） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会の運営に関する事項 

議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

議長の諮問に関する事項 

議長 

副議長 

本 

会 

議 

議会運営委員会 
（定数：12人） 

常
任
委
員
会 

特
別
委
員
会 

基地対策特別委員会 
（定数：11人） 

議会広報特別委員会 
（定数：10人） 

総務委員会 
（定数：8人） 

建設委員会 
（定数：8人） 

教育福祉委員会 
（定数：7人） 

市民経済委員会 
（定数：7人） 

議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する 

基地提供施設の整理・縮小、返還及び跡地利用に関すること 

基地周辺における生活環境及び安全対策に関すること 

その他、基地に関すること 

市役所組織の総務部、企画部、財務部、防災広報対策部、 

会計課、消防本部、選挙管理委員会及び監査委員の 

所管に属する事項、他の委員会の所管に属しない事項 

市役所組織の都市建設部及び水道部の所管に属する事項 

市役所組織の福祉部、こども未来部及び教育委員会 

の所管に属する事項 

市役所組織の市民生活部、経済産業部、農林水産部 

及び農業委員会の所管に属する事項 

議会の広報（ホームページ、ＳＮＳを活用した情報発信等） 

に関すること。 

議会だよりの編集及び発行に関すること。   

会派代表者会議 

正副委員長会議 

全員協議会 
協
議
等
の
場 

目 的：議会の運営、市政等に関し協議又は調整を行うため 

構成員：全議員 

目 的：議会の活動、運営等に関し協議又は調整を行うため 

構成員：議長、副議長、会派代表者 

目 的：委員会の運営等に関し協議又は調整を行うため 

構成員：正副委員長 

議
会
事
務
局 

事務局長 

議事課 

議会総務課 
【議会総務係】 

議長及び副議長の用務、議員報酬、予算、政務活動費、 

議場及び議会関係各室の維持管理に関すること など 

【議事係】 

本会議、委員会、会議録、議決事項の処理に関すること など 

【調査広報係】 

諸調査、情報収集・整理、議会広報、傍聴に関すること など 
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９ 定例会の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
会
議 

提案した議案の理由等を提出者が説明します。 
1.提案 

説明 

議員は議案の内容について、疑問に思うことや分からないことがあれば 

理解を深めるために市長に質問します。市長は、議員に問われたことに 

ついて、分かるように説明(答弁)します。 

2.質疑 

議案を４つのグループ(常任委員会)に分けて、それぞれの委員会で 

専門的に話し合います。 

3.委員会 

に付託 

委員会の審査内容を、委員長が 

報告します。 

4.委員長 

報告 

委員長の報告内容について質問し、 

委員長は分かるように説明します。 
5.質疑 

議案に賛成か反対か、またその 

理由など意見を述べます。 
6.討論 議案に賛成か、反対かを決めます。 

（原則、出席議員の過半数の賛成で決定） 
7.採決 

定例会では、議案に限らず市役所の仕事全般に対してただす「一般質問」も行われます。 一般質問 

 

市長提出議案と議員提出議案があります。 

議案の提出 

本
会
議 

議
会
開
会
中 

委
員
会 

議 案 

議 案 
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１０ 請願・陳情 

 市役所の仕事などについて、意見や要望があるときは、だれでも 

市議会に請願書や陳情書を提出することができます。 
 

★請願とは・・・ 

  日本国憲法第 16 条に定められた国民の権利の一つで、国や

地方公共団体に対し、文書により希望や要望を述べるもので

す。地方議会に請願を行うには、地方自治法第１２４条の規定

により、議員の紹介が必要です。 

 

★陳情とは・・・ 

   請願のように憲法に保障された権利ではなく、一般的な手

続きや形式が法律に定められているわけではありません

が、国や地方自治体に対し、希望や要望を述べるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇦ 詳しくは、「請願・陳情の手引き」をチェック 
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（４）委員会に審査を付託 

（１）提出 

請願書 陳情書 

（２）受理 

 

（３）請願・陳情の取扱いを決定 

議会運営委員会 

議長供覧又は 

全議員に写しを配付 

（５）審査 
採択 ・ 不採択 ・ 継続審査など 

委員会 

（６）議決 

（７）処理結果通知及び送付 

請願者・陳情者 

本会議 

請願・陳情者 

市長等執行機関 

議 会 開 会 中 

委員長報告 継続審査 

の申出 

（１）請願書・陳情書を議長あて（議会

事務局）に提出 

★様式は、ＨＰよりダウンロードできます。 

 
（２）記載等を確認し、議長が受理。 

 ★各定例会の招集告示の前日までに受

理された請願書はその会期中に審査

され、陳情書は議会運営委員会で取扱

いを検討します。 

 

 （３）議会運営委員会において取扱い

を決めます。（審査になじむもの

か確認※、付託委員会の検討等） 

※審査になじまない陳情書は、議長供

覧又は全議員に配付となります。 

（４）各委員会に審査を付託します。 

（５）付託された各委員会で慎重に審

査し、採択・不採択などの審査結

果を決定します。なお、会期中に

結果が得られず、審査に時間を

要する場合には、継続審査とな

る場合があります。 

（６）委員長が委員会での審査の経過

と結果を報告し、その委員長報

告を踏まえ議決します。 

（７）処理結果を請願者・陳情者に通

知します。また、採択(一部・趣

旨・みなし採択含む)した請願書・

陳情書は、市長等執行機関へ送

付します。 

採択 ・ 不採択 など 

議長 

請願・陳情の審査の流れ 

 

本会議 

議長 
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１１ 施設の案内 

 

 

うるま市役所西棟４階には、市議会の各種会議等を開催するための

場所や議会事務局などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）全体図（うるま市役所西棟４階） 

 

←うるま市議会ホームページにて       、 

議場の中の 360°写真をみることができます。  
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本会議を行う場所。議員と市長等の行政側が向かい合う対面式の 

配置になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

① 議長席 

 議長は会議を進行し、議場の秩序を保持します。 

 

② 議会事務局席 

 議会事務局の職員は、会議の記録や音響・カメラ操作などを行います。事務局長は議長の

隣に座り進行を補佐します。 

 
③ 執行部席 

 市長・副市長・教育長・各部長などが座る場所です。 

 

 ④ 答弁席 

 市長や各委員会の委員長などが議員に対して説明などをする場所です。 

 

 

⑤ 質問席 

議員が質問をする場所です。  

 

⑥ 議員席 

議員が座る場所です。各議員は議席番号に

より座る場所が決まっています。 

 

 

 

② 

③ ③ ④ 

⑤ 

⑥ 

⑥ ⑥ 

（２）議場 

 

② 
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 地方自治法第１００条第１９項の規定に基づき、議員の調査研究に資

することを目的として、議会図書室を設置しています。 

議会活動に役立つものを中心に、官報やその他政府刊行物、会議録

などの市議会が発行する刊行物のほか、一般図書等も保管しており、

議員以外の方も室内で閲覧することができます。 

また現在は無所属議員の 

会派室も兼ねております。 

 

 

 

   

委員会を行う場所で、本会議と同様

に議員と行政側が対面する配置とな

っています。常任委員会ごとに設置し

ており、うるま市議会は４つあります。 

  

全員協議会を行う場所です。 

全議員が集まって議会の運営や

市政等に関して協議や調整を行い

ます。 

（５）議会図書室 

 

（３）委員会室 （４）全員協議会室 
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会派とは、同じ考えを持つ議員のグループのことで、うるま市議

会では 2 人以上のグループを作ることができます。会派室は、このグ

ループの調査や政策を作るための部屋です。 

１２ 市議会の様子を実際にみてみよう 
 

（１）傍聴席(５階)  

傍聴席では、直接本会議の様子を見たり聞いたりすることができ、 

４９席あります（一般席42席・報道関係者6席・車いす席1席）。 

傍聴するには、議会事務局で申請書の提出などの所定の手続きが

必要となります。また、児童や乳幼児の傍聴は議長の許可が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）会派室 

 

傍聴席には、ヒアリングループ

機能を設置しております。 

ご対応の補聴器をお持ちの

方は、ぜひご利用ください。 
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（２）インターネット中継（ライブ・録画） 

直接、傍聴へ行くことができない場合も大丈夫です。 

本会議開催中はインターネットでライブ中継をしているため、パソコ

ンやタブレット、スマートフォンからリアルタイムで議会の状況が分かり

ます。 

さらに、録画中継も配信しているので、２４時間いつでも見たい場面

から視聴できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇧ 

インターネット 

中継サイト 
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１３ 市議会をもっと知りたい 

（１）ホームページ 

市議会のホームページでは、議会開催のお知らせ(会期や議案名、議

案書など)や議決結果、議員名簿、傍聴、請願・陳情に関することなど、

市議会に関する事項を発信しています。 また、議会開催のお知らせや

議決結果、意見書・決議など、これまで発信された内容も見ることがで

きます。 

 

（２）会議録 

本会議での議員の質問や市長等の答弁などの記録「会議録」を作成

しています。この会議録は、インターネットで見ることができ、会議名や

開催年ごとに探せるほか、興味のあるキーワードで検索することもで

きます。 

 

 

 

 

 

 

⇧ 

会議録検索システム 
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（３）市議会だより 

市議会の活動内容を市民の皆様にお知らせするため、定例会ごとに

年４回（３月・６月・９月・１２月）、『うるま市議会だより』を発行していま

す。 議会の経過や結果、委員会での審査概要、国や県等に提出した意

見書・決議、各議員の一般質問、その他議会に関する情報を発信してい

ます。 

自治会を通して各家庭に配布しているほか、市議会(市役所本庁舎

４階)やホームページ、市立図書館や地区公民館などの市内公共施設

でも見ることができます。 

 

 

１４ 市議会の開催を事前に知りたい 

「ホームページ」では会期日程や付議事件一覧（議案名など）を掲載し

ているほか、 「防災行政無線」「市公式 LINE」「ラジオ（FM うるま）放

送」でお知らせしています。 

 

 

 

⇦これまで発行された『うるま市議会だより』は HPでも閲覧できます。 

「うるま市議会ガイドブック」は、一般・基本的な内容を掲載しているため、 

緊急時など実際の対応と異なる場合があります。 


